
JP 5139862 B2 2013.2.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーラーセル機器類のソーラー発電装置の上方に配置される表示板であって、
　前記ソーラー発電装置の視認側に配置された、光透過性の下板部材と、
　前記下板部材の視認側に、少なくとも一部が下板部材と離間するように配置された上板
部材とを備え、
　前記上板部材が、下板部材に対して、視認側に膨出する部分を有するとともに、
　前記上板部材の前記膨出する部分には、下板部材と離間した領域を含む少なくとも１つ
の開口部が形成されていることを特徴とする表示板。
【請求項２】
　前記上板部材が、下板部材に対して傾斜するように配置されていることを特徴とする請
求項１に記載の表示板。
【請求項３】
　前記膨出部分が、上板部材の外周部分から、中心部分に向かってドーム形状に膨出する
ように形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の表示板。
【請求項４】
　前記上板部材が、下板部材に立設した支柱部材によって、下板部材と一定間隔離間する
ように配置されていることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の表示板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装置を備えたソー
ラー時計、卓上計算機、自動車、飛行機の計器パネル、携帯電話などのモバイル機器など
のなどのソーラーセル機器類に用いられ、ソーラー発電装置の上方に配置される表示板に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ソーラーセル機器、特に、時計においては、ソーラーセル（太陽電池）からなる
ソーラー発電装置を備え、このソーラー発電装置が発電した電力によって駆動されるソー
ラー時計が市場を大きく占めるようになっている。
【０００３】
　このようなソーラー時計用の表示板（文字板）では、受光した光を透過させて、その下
面側に配設したソーラー発電装置に発電機能を起こさせるように構成されている。
　従って、ソーラー時計用の表示板は、少なくともソーラー発電装置の発電に寄与する波
長域の外部の光を透過して、ソーラー発電装置に起電力を付与するため、ある程度の光の
透過性が要求され、透光性である必要がある。
【０００４】
　このため、ソーラー時計用の表示板を構成する基板は、例えば、合成樹脂、紙、布など
の軟質材料や、ガラスなどのセラミックに代表される脆性材料によって、透明または半透
明の部品として製造されている。
【０００５】
　しかしながら、従来技術における表示板は、金属表示板と同様の金属感や、色彩は得ら
れず、高級感のある外観品質を有する表示板を得ることが困難であった。特に、従来技術
における表示板は、金属独特の金属感が得られず、デザインバリエーションに乏しいとい
う問題があった。
【０００６】
　このため、特許文献１（実開昭５１－０７９３６４号公報）では、リング部材に時刻を
表示する略字素子を一体的に所定位置に固定し、これを文字板本体の表面に固着すること
によって、立体的な意匠効果を有する表示板が提案されている。
【０００７】
　また、特許文献２（実開平７－２９９０号公報）では、複数枚の透明な構成板を間隙を
有するように、前後方向にスペーサを介して配置して、これらのそれぞれの構成板に、文
字等の時刻表示を表示することによって、時刻表示を立体的に視覚することができるよう
に構成した表示板が開示されている。
【０００８】
　しかしながら、これらの特許文献１、特許文献２の表示板は、いずれもソーラーセル（
太陽電池）からなるソーラー発電装置を備え、このソーラー発電装置が発電した電力によ
って駆動されるソーラー時計を目的としたものではなく、ソーラー発電装置に起電力を付
与することができない構成のものである。
【０００９】
　また、これらの特許文献１、特許文献２の表示板は、ある程度、立体感があるデザイン
となっているが、金属感、色彩、高級感のある斬新なデザインの表示板を得るにはまだま
だ十分でなかった。
【００１０】
　このため、特許文献３（特開昭５２－１２３２７０号公報）、特許文献４（特開２００
６－２７５５８１号公報）などにおいては、表示板に開口部を設けることによって、この
開口部を介して、下方のソーラー発電装置に光が入射できるように構成した表示板が開示
されている。
【００１１】
　例えば、特許文献４では、開口部を有する模様を施した金属材料からなる上板と、この
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上板の開口部に対応する開口部を有する金属材料からなる下板と、光透過性を有するプラ
スチック板とを備え、これらの上板、下板及びプラスチック板を積層して構成することに
よって、この開口部を介して、外部の光を入射するようにして、ソーラー発電装置に起電
力を付与するように構成されている。
【特許文献１】実開昭５１－０７９３６４号公報
【特許文献２】実開平７－２９９０号公報
【特許文献３】特開昭５２－１２３２７０号公報
【特許文献４】特開２００６－２７５５８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献４の表示板においては、開口部を介して、外部の光を入射する
ようにして、ソーラー発電装置に起電力を付与することができるが、これらの上板、下板
及びプラスチック板を積層した構造である。
【００１３】
　従って、図２１の矢印に示したように、外部からの光が、表示板１００の上板１０２の
開口部１０４と、下板１０６の開口部１０８を介して、ソーラー発電装置１１０入射する
採光面積は、これらの開口部１０４、１０８の大きさに限定されることになり、その結果
、発電効率が限定されてしまうことになり、充電時間が長くかかってしまうことになる。
【００１４】
　従って、発電効率を上昇しようとすると、これらの開口部１０４、１０８の面積が大き
くなって、残りの金属部分が小さくなってしまい、金属感や高級感が損なわれてしまうこ
とになる。
【００１５】
　また、特許文献４の表示板においては、単に、上板、下板及びプラスチック板を積層し
た構造であるので、立体感に乏しく、金属感、色彩、高級感のある斬新なデザインの表示
板を得るにはまだまだ十分でなかった。
【００１６】
　本発明は、このような現状に鑑み、金属表示板と同様の金属感や、色彩が得られ、しか
も、立体的で独特なデザインで、高級感のある外観品質を有し、デザインバリエーション
の拡大を図れることが可能な表示板を提供することを目的とする。
【００１７】
　また、本発明は、開口部が同じ面積であっても、採光面積が広く、発電効率に優れ、充
電時間が短く、しかも、開口部の面積をできるだけ狭くすることができ、金属部分を広く
でき、高級感のある外観品質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れることが可能
な表示板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、前述したような従来技術における課題及び目的を達成するために発明された
ものであって、本発明の表示板は、
　ソーラーセル機器類のソーラー発電装置の上方に配置される表示板であって、
　前記ソーラー発電装置の視認側に配置され、光透過性の下板部材と、
　前記下板部材の視認側に、少なくとも一部が下板部材と離間するように配置された上板
部材とを備え、
　前記上板部材には、下板部材と離間した領域を含む少なくとも１つの開口部が形成され
ていることを特徴とする。
【００１９】
　このように構成することによって、上板部材に形成された、下板部材と離間した領域を
含む開口部を介して、下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に外部の光が入射する
ことができる。
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【００２０】
　この際、上板部材が、下板部材と一定間隔離間するように配置されているので、上板部
材に形成された、下板部材と離間した領域を含む開口部を介して、下板部材、すなわち、
下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に入射する光が、斜めに入射することができ
るので、ソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりも大きくなる。
【００２１】
　従って、開口部が同じ面積であっても、採光面積が広く、発電効率に優れ、充電時間が
短くなる。しかも、開口部の面積をできるだけ狭くすることができるので、上板部材のそ
の他の部分である、例えば、金属部分を広くでき、高級感のある外観品質を有し、デザイ
ンバリエーションの拡大を図ることが可能な表示板を提供することができる。
【００２２】
　また、上板部材が、下板部材と一定間隔離間するように配置されているので、立体的で
独特なデザインで、高級感のある外観品質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れ
ることが可能である。
【００２３】
　この場合、下板部材としては、軟質材料、あるいは脆性材料より成る透光性基板から構
成されているのが、例えば、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装置を備え
たソーラー時計、ソーラー発電装置を使った卓上計算機などのソーラーセル機器類に用い
られ、ソーラー発電装置の上方に配置される表示板として用いる場合には、受光した光を
透過させて、その下面側に配設したソーラー発電装置に発電機能を起こさせるためには望
ましい。
【００２４】
　また、表示板を構成する下板部材の厚さとしては、３０μｍ～１０００μｍであるのが
望ましく、厚さがこのような範囲にあれば、例えば、腕時計用の表示板として用いる場合
に、時計を薄くするために、下板部材の厚さを薄くしても機械的強度が低下することなく
、加工することができる。また、下板部材の厚さが厚すぎて、時計の針が揺動することな
く、正確な時間を指示することができるとともに、時計自体の厚さをコンパクトにするこ
とができる。
【００２５】
　さらに、下板部材の厚さがこのような範囲にあれば、例えば、ソーラー時計用表示板な
どのソーラー機器類の表示板として用いた場合にも、光透過率が低下することなく、発電
に寄与することができ、機器類の駆動力などを確保することができるとともに、表示板の
下方に配置されたソーラーセルの境界線である十字線や、濃紫色を消し去り、ソーラーセ
ルの色調が視認されないようにすることができる。
【００２６】
　なお、下板部材は、上記の軟質材料、脆性材料を平面的、または多層に組み合わせて形
成したものであっても良い。
　さらに、下板部材を構成する軟質材料としては、特に限定されるものではないが、例え
ば、合成樹脂、紙、布などを用いることができる。また、下板部材を構成する脆性材料と
しては、特に限定されるものではないが、例えば、七宝、ガラスなどのセラミック、白蝶
貝などの貝などを用いることができる。
【００２７】
　また、下板部材の表面に、例えば、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、レーザーＣＶＤなどの
化学蒸着法（ＣＶＤ）、真空蒸着、スパッタリング、またはイオンプレーティングなどの
ドライメッキ処理、溶射など、さらには、スピンコート、ディッピング、刷毛塗り、噴霧
塗装、静電塗装、電着塗装等の塗装、電解メッキ、無電解メッキ等の湿式メッキ法で、非
常に薄い金属膜や塗装膜を形成しても良い。
【００２８】
　なお、ここで「光透過性」とは、ソーラー発電装置へ外光を透過させることができる性
質を意味し、透明であることに限定されない。この意味を充足できる限り、「光透過性」
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とは、単一の材料から成るとは限らない。例えば、下板部材が光透過性である限り、下板
部材の一部に金属のような光不透過性の材料が含まれても良い。
【００２９】
　また、上板部材に形成された開口部の形状、サイズ、個数、配置位置としては、特に限
定されるものではなく、デザインなどに応じて、例えば、円形状、楕円形状、矩形状など
様々な形状、サイズ、個数、配置位置を選択することができる。
【００３０】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、光不透過性材料、光透過性材料、またはこ
れらの組み合わせからなる材料から構成されていることを特徴とする。
　すなわち、上板部材としては、光不透過性材料から構成することができ、例えば、強度
を考慮すれば、硬質材料、あるいは延性材料、特に金属製とするのが望ましく、例えば、
金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン、またはこれらの合金な
どが採用される。また、例えば、チタン合金、ステンレススチール、タンタルカーバイド
などが採用されてもよい。
【００３１】
　このような金属製であれば、金属感が得られ、高級感のある外観品質を有し、デザイン
バリエーションの拡大を図れることが可能である。
　また、上板部材としては、光透過性材料から構成することができ、上記の下板部材と同
様な軟質材料、脆性材料を採用することができ、これらの軟質材料、脆性材料を平面的、
または多層に組み合わせて形成したものであっても良い。
【００３２】
　さらに、上板部材としては、上記の光不透過性材料、光透過性材料を組み合わせて、例
えば、平面的、または多層に組み合わせて形成したものであっても良い。
　また、上板部材の表面に、例えば、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、レーザーＣＶＤなどの
化学蒸着法（ＣＶＤ）、真空蒸着、スパッタリング、またはイオンプレーティングなどの
ドライメッキ処理、溶射など、さらには、スピンコート、ディッピング、刷毛塗り、噴霧
塗装、静電塗装、電着塗装等の塗装、電解メッキ、無電解メッキ等の湿式メッキ法で、非
常に薄い金属膜や塗装膜を形成しても良い。
【００３３】
　さらに、上板部材の厚さとしては、３０μｍ～１０００μｍであるのが望ましく、厚さ
がこのような範囲にあれば、例えば、腕時計用の表示板として用いる場合に、時計を薄く
するために、上板部材の厚さを薄くしても機械的強度が低下することなく、加工すること
ができる。また、上板部材の厚さが厚すぎて、時計の針が揺動することなく、正確な時間
を指示することができるとともに、時計自体の厚さをコンパクトにすることができる。
【００３４】
　また、上板部材の色調としては、特に限定されるものではなく、下板部材と同色色調の
もの、異色色調のものを適宜選択することができる。
　さらに、例えば、上板部材、下板部材に、ダイヤなどの宝石、貴石などの輝石、装飾石
などからなる宝飾が設けられていても良く、さらに高級感、装飾性に優れた表示板を提供
することができる。
【００３５】
　また、上板部材は、透光性の素材に光を透しにくい、あるいは透さない膜を被覆したも
のであってもよい。
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、下板部材に対して平行に配置されているこ
とを特徴とする。
【００３６】
　このように構成することによって、上板部材が、下板部材に対して平行に配置されてい
れば、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下方に位
置するソーラー発電装置に入射する光が、開口部に対して、一定の採光面積で斜めに入射
することになり、ソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりも一定の割
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合で大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【００３７】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、下板部材に対して傾斜するように配置され
ていることを特徴とする。
　このように上板部材が、下板部材に対して傾斜するように配置されているので、傾斜し
た上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下方に位置す
るソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりもさらに大きくなり、発電
効率がさらに向上する。
【００３８】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、下板部材に対して、視認側に膨出する部分
を有することを特徴とする。
　このように上板部材が、下板部材に対して、視認側に膨出する部分を有するので、傾斜
した膨出部分に形成された開口部が傾斜した状態になっており、この開口部を介して、下
板部材、すなわち、下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に入射する採光面積が、
開口部の面積よりもさらに大きくなり、発電効率がさらに向上する。
【００３９】
　しかも、このような上板部材の視認側に膨出する部分の傾斜した膨出部分に形成された
開口部を介して、例えば、下板部材、下板部材に形成した指標部、針軸などの部分を外部
から立体的に視認することができるので、立体的で、斬新で、かつ高級感に溢れる外観品
質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れる表示板を提供することが可能である。
【００４０】
　なお、この場合、視認側に膨出する部分は、例えば、後述するように、中心部分に向か
ってより大きく膨出する、いわゆるドーム形状とすることもできるが、その形状、配置位
置、数、膨出高さなどは特に限定されるものではなく、例えば、部分的に複数の部分を膨
出することによって、さらに、立体的に斬新なデザインの表示板を提供することができる
。
【００４１】
　また、本発明の表示板は、前記膨出部分が、上板部材の外周部分から、中心部分に向か
ってドーム形状に膨出するように形成されていることを特徴とする。
　このように、中心部分に向かってより大きく膨出する、いわゆるドーム形状とすること
によって、傾斜した膨出部分に形成された開口部が傾斜した状態になっており、この開口
部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に入射す
る採光面積が、開口部の面積よりもさらに大きくなり、発電効率がさらに向上する。
【００４２】
　しかも、このような上板部材の視認側に膨出する部分の傾斜した膨出部分に形成された
開口部を介して、例えば、中心部分に位置する下板部材、下板部材に形成した指標部、針
軸などの部分までを外部から立体的に視認することができるので、斬新な立体的で高級感
に溢れる外観品質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れる表示板を提供すること
が可能である。
【００４３】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材の視認側に、第１の指標部が配置されるように
構成されていることを特徴とする。
　すなわち、上板部材の視認側に、第１の指標部として、例えば、時針、分針、日付針、
クロノグラフ秒針などを配置することができ、上板部材に遮られることなく、これらの第
１の指標部が示す指標情報を視認することができる。
【００４４】
　なお、この場合、第１の指標部としては、特に限定されるものではなく、上記以外にも
、例えば、充電量表示針、クロノグラフ時針、クロノグラフ分針、秒針、月齢表示部など
とすることもできる。
【００４５】
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　また、本発明の表示板は、前記下板部材の視認側に、第２の指標部が配置されるように
構成されていることを特徴とする。
　すなわち、下板部材の視認側に、第２の指標部として、例えば、充電量表示針、クロノ
グラフ時針、クロノグラフ分針、秒針、月齢表示部などを配置することができ、上板部材
に形成された開口部を介して、これらの第２の指標部が示す指標情報を視認することがで
きる。
【００４６】
　なお、この場合、第２の指標部としては、特に限定されるものではなく、上記以外にも
、例えば、時針、分針、日付針などとすることもできる。
　また、本発明の表示板は、前記上板部材の開口部が、下板部材に形成された第２の指標
部に対応するように形成されていることを特徴とする。
【００４７】
　このように上板部材の開口部が、下板部材に形成された第２の指標部に対応するように
、例えば、開口部の形状、サイズ、個数、配置位置に応じて、上板部材の開口部として、
例えば、円形状、楕円形状、矩形状など様々な形状、サイズ、個数、配置位置を選択する
ことができる。
【００４８】
　このように構成することによって、第２の指標部に対応するように形成された上板部材
の開口部を介して、下板部材に形成された第２の指標部が示す指標情報を確実に視認する
ことができる。
【００４９】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材と下板部材とが、接合層を介して、固定されて
いることを特徴とする。
　このように、上板部材と下板部材とが、接合層を介して、固定されていれば、上板部材
と下板部材とがずれることがなく、上板部材と下板部材とを一定間隔離間して固定できる
。
【００５０】
　このため、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下
方に位置するソーラー発電装置に入射する光が、開口部に対して、一定の採光面積で斜め
に入射することになり、ソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりも一
定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【００５１】
　また、上板部材と下板部材とが、接合層を介して、固定するので、械的強度が低下する
ことなく固定することができ、また、この固定により、時計の針が揺動することなく、正
確な時間を指示することができる。
【００５２】
　また、本発明の表示板は、前記接合層が、接着剤、粘着剤、接合テープから選択した少
なくとも一つの接合層から構成されていることを特徴とする。
　このように前記上板部材と下板部材とが、接着剤、粘着剤、接合テープから選択した少
なくとも一つの接合層を介して、固定されているので、上板部材と下板部材とを一体的に
強固に固定でき、全体として表示板を構成することができる。
【００５３】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、下板部材に立設した支柱部材によって、下
板部材と一定間隔離間するように配置されていることを特徴とする。
　このように構成することによって、下板部材に立設した支柱部材によって、上板部材が
、下板部材と一定間隔離間するので、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、
すなわち、下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に入射する光が、開口部に対して
、一定の採光面積で斜めに入射することになり、ソーラー発電装置に入射する採光面積が
、開口部の面積よりも一定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【００５４】
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　なお、この場合、支柱部材の形状、サイズ、個数、配置位置としては、特に限定される
ものではなく、デザインなどに応じて、例えば、円柱形状、楕円柱形状、矩形柱状など様
々な形状、サイズ、個数、配置位置を選択することができる。
【００５５】
　また、本発明の表示板は、
　前記支柱部材の少なくとも一方の端部に、フランジ部分が形成され、
　前記上板部材と下板部材の少なくとも一方にフランジ収容凹部が形成され、
　前記フランジ部分を、フランジ収容凹部に嵌合することによって、上板部材が、下板部
材と一定間隔離間するように配置されていることを特徴とする。
【００５６】
　このように構成することによって、支柱部材の少なくとも一方の端部に形成されたフラ
ンジ部分を、上板部材と下板部材の少なくとも一方に形成されたフランジ収容凹部に嵌合
するだけで、上板部材と下板部材とがずれることがなく、上板部材と下板部材とを一定間
隔離間して強固に固定できる。
【００５７】
　このため、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下
方に位置するソーラー発電装置に入射する光が、開口部に対して、一定の採光面積で斜め
に入射することになり、ソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりも一
定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【００５８】
　また、上板部材と下板部材とが、フランジ部分を、フランジ収容凹部に嵌合することに
よって、固定するように構成したので、械的強度が低下することなく、強固に固定でき、
しかも、加工が容易で、さらに、この強固な固定によって、時計の針が揺動することなく
、正確な時間を指示することができる。
【００５９】
　この場合、フランジ部分、フランジ収容凹部の形状、厚さ、深さなどは、特に限定され
るものではなく、例えば、円形状、三角形状、四角形状、星型など様々な形状のフランジ
部分、フランジ収容凹部を選択することができる。
【００６０】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー付け、
溶接から選択した少なくとも一つの手段によって支柱部材により、下板部材に固定されて
いることを特徴とする。
【００６１】
　このように上板部材が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー付け、溶接から選択した少
なくとも一つの手段によって、下板部材に固定されているので、支柱部材を介して、上板
部材を、簡単にしかも強固に下板部材に固定することができる。
【００６２】
　また、本発明の表示板は、前記上板部材の視認側に、表示リング部材が配置されている
ことを特徴とする。
　このように、上板部材の視認側に、表示リング部材を配置することによって、より立体
的なデザインとなり、装飾性に優れ、立体的で、斬新で、かつ高級感に溢れる外観品質を
有し、デザインバリエーションの拡大を図れる表示板を提供することが可能である。
【００６３】
　また、表示リング部材に、例えば、時針、分針、日付針、クロノグラフ秒針、充電量表
示針、クロノグラフ時針、クロノグラフ分針、秒針、月齢表示部、ロゴマークなど示す指
標情報を表示する表示部分を設けることによって、これらの指標情報を確実に視認するこ
とができる。
【００６４】
　また、本発明の表示板は、前記表示リング部材が、下板部材に立設した支柱部材によっ
て、下板部材と一定間隔離間するように配置されていることを特徴とする。
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　このように構成することによって、下板部材に立設した支柱部材によって、表示リング
部材が、下板部材と一定間隔離間するように確実に配置することができる。
【００６５】
　この場合、支柱部材としては、前述したような上板部材を下板部材と一定間隔離間する
ように固定する支柱部材を用いてもよく、また、別の支柱部材を用いてもよい。
　また、本発明の表示板は、前記上板部材には、支柱部材用開口部が形成され、支柱部材
用開口部に支柱部材を挿通することによって、表示リング部材が、上板部材と一定間隔離
間するように配置されていることを特徴とする。
【００６６】
　このように構成することによって、上板部材に形成された支柱部材用開口部７０に支柱
部材を挿通することによって、表示リング部材を、上板部材と一定間隔離間するように確
実に配置することができる。
【００６７】
　また、本発明の表示板は、
　前記支柱部材の少なくとも一方の端部に、フランジ部分が形成され、
　前記表示リング部材と下板部材の少なくとも一方にフランジ収容凹部が形成され、
　前記フランジ部分を、フランジ収容凹部に嵌合することによって、表示リング部材が、
下板部材と一定間隔離間するように配置されていることを特徴とする。
【００６８】
　このように構成することによって、支柱部材の少なくとも一方の端部に形成されたフラ
ンジ部分を、表示リング部材と下板部材の少なくとも一方に形成されたフランジ収容凹部
に嵌合するだけで、表示リング部材と下板部材とがずれることがなく、表示リング部材と
下板部材とを一定間隔離間して強固に固定できる。
【００６９】
　また、表示リング部材と下板部材とが、フランジ部分を、フランジ収容凹部に嵌合する
ことによって、固定するように構成したので、機械的強度が低下することなく、強固に固
定でき、しかも、加工が容易である。
【００７０】
　この場合、フランジ部分、フランジ収容凹部の形状、厚さ、深さなどは、特に限定され
るものではなく、例えば、円形状、三角形状、四角形状、星型など様々な形状のフランジ
部分、フランジ収容凹部を選択することができる。
【００７１】
　また、本発明の表示板は、前記表示リング部材が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー
付け、溶接から選択した少なくとも一つの手段によって支柱部材により、下板部材に固定
されていることを特徴とする。
【００７２】
　このように表示リング部材が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー付け、溶接から選択
した少なくとも一つの手段によって、下板部材に固定されているので、支柱部材を介して
、表示リング部材を、簡単にしかも強固に下板部材に固定することができる。
【００７３】
　また、本発明のソーラーセル機器類は、前述のいずれかに記載の表示板を備えたことを
特徴とする。
　また、本発明のソーラーセル機器類は、前記ソーラーセル機器類が、ソーラー時計であ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明によれば、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材の下方に位置するソ
ーラー発電装置に外部の光が入射することができる。
　この際、上板部材が、下板部材と一定間隔離間するように配置されているので、上板部
材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下方に位置するソーラ
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ー発電装置に入射する光が、斜めに入射することができるので、ソーラー発電装置に入射
する採光面積が、開口部の面積よりも大きくなる。
【００７５】
　従って、開口部が同じ面積であっても、採光面積が広く、発電効率に優れ、充電時間が
短くなる。しかも、開口部の面積をできるだけ狭くすることができるので、上板部材のそ
の他の部分である、例えば、金属部分を広くでき、高級感のある外観品質を有し、デザイ
ンバリエーションの拡大を図ることが可能な表示板を提供することができる。
【００７６】
　また、上板部材が、下板部材と一定間隔離間するように配置されているので、立体的で
独特なデザインで、高級感のある外観品質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れ
ることが可能である。
【００７７】
　また、本発明によれば、上板部材が、下板部材に対して、例えば、中心部分に向かって
より大きく膨出する、いわゆるドーム形状のような、視認側に膨出する部分を有するので
、傾斜した膨出部分に形成された開口部が傾斜した状態になっており、この開口部を介し
て、下板部材、すなわち、下板部材の下方に位置するソーラー発電装置に入射する採光面
積が、開口部の面積よりもさらに大きくなり、発電効率がさらに向上する。
【００７８】
　しかも、このような上板部材の視認側に膨出する部分の傾斜した膨出部分に形成された
開口部を介して、例えば、下板部材、下板部材に形成した指標部、針軸などの部分を外部
から立体的に視認することができるので、立体的で、斬新で、かつ高級感に溢れる外観品
質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れる表示板を提供することが可能である。
【００７９】
　また、本発明によれば、支柱部材の少なくとも一方の端部に形成されたフランジ部分を
、上板部材と下板部材の少なくとも一方に形成されたフランジ収容凹部に嵌合するだけで
、上板部材と下板部材とがずれることがなく、上板部材と下板部材とを一定間隔離間して
強固に固定できる。
【００８０】
　このため、上板部材に形成された開口部を介して、下板部材、すなわち、下板部材の下
方に位置するソーラー発電装置に入射する光が、開口部に対して、一定の採光面積で斜め
に入射することになり、ソーラー発電装置に入射する採光面積が、開口部の面積よりも一
定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【００８１】
　また、上板部材と下板部材とが、フランジ部分を、フランジ収容凹部に嵌合することに
よって、固定するように構成したので、械的強度が低下することなく、強固に固定でき、
しかも、加工が容易で、さらに、この強固な固定によって、時計の針が揺動することなく
、正確な時間を指示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８２】
　以下、本発明の実施の形態（実施例）を図面に基づいてより詳細に説明する。
（実施例１）
　図１は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装置を備
えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明するソーラー腕時計の正面図、図２は、図１
のソーラー腕時計の断面図、図３は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の正面図、図４
は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図、図５は、図１のソーラー腕時計の表示
板部分の側面図、図６は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の部分拡大断面図である。
【００８３】
　図１～図２において、符号１０は、全体で本発明の表示板を組み込んだソーラー腕時計
を示している。
　なお、本発明で言う「ソーラー腕時計」とは、ソーラーセル（太陽電池）からなるソー
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ラー発電装置を備え、このソーラー発電装置が発電した電力によって駆動される時計であ
る。
【００８４】
　図１～図２に示したようにソーラー腕時計１０は、ハウジング１２を備えている。
　このハウジング１２は、例えば、金属製、合成樹脂製、セラミック製の略円筒形状の枠
体を構成する時計ケース１４と、時計ケース１４の内部に配置された中枠部材１５と、時
計ケース１４の下面開口部を覆うように密封状態で装着される金属製の裏蓋１６と、この
時計ケースの上面開口部を覆うように、密封状態で装着される風防（ガラス）１８とを備
えている。
【００８５】
　なお、ハウジング１２は、このように裏蓋１６を有する場合の他、裏蓋１６と時計ケー
ス１４とが一体になった時計ケース１４である場合、裏蓋１６もガラスである場合など、
様々な場合を含むものである。
【００８６】
　このハウジング１２内には、時計駆動部を構成するムーブメント２０と、このムーブメ
ント２０の上面に配置され、ムーブメント２０を光の起電力によって駆動するためのソー
ラーセルを備えたソーラー発電装置２２を備えている。
【００８７】
　また、このソーラー発電装置２２の上面には、ソーラーセルの発電に寄与する波長の外
光を、少なくともムーブメント２０の駆動に足るだけ透過させる透光機能を有する表示板
２４を備えている。
【００８８】
　さらに、図１に示したように、時計ケース１４は、外方に突出する２組のバンド取り付
け部２８を備えており、これらのバンド取り付け部２８にはそれぞれ、互いに対向するよ
うに、一定間隔離間して配置され、時計ケース１４より延設された脚部３０を備えている
。
【００８９】
　そして、これらの脚部３０のそれぞれの間に、腕時計のバンド１１が、それぞれ連結さ
れている。
　この表示板２４は、図１～図６に示したように、ソーラー発電装置２２の視認側に配置
され、外部からの光を透過可能な光透過性の材料から構成される略平板形状の下板部材３
２を備えている。
【００９０】
　また、下板部材３２の視認側には、下板部材３２と一定間隔離間するように、配置され
た略平板形状の上板部材３４を備えている。そして、図４、図６に示したように、上板部
材３４には、少なくとも１つの開口部３６が形成されている。
【００９１】
　このように構成することによって、図６の矢印で示したように、外部のいろいろな角度
から入射する光が、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下板部材３２の下方
に位置するソーラー発電装置２２に外部の光が入射することができる。
【００９２】
　この際、図６に示したように、上板部材３４が、下板部材３２と一定間隔離間（間隙Ｓ
１）するように配置されているので、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下
板部材３２、すなわち、下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する
光が、斜めに入射することができるので、ソーラー発電装置２２に入射する採光面積（Ｌ
１）が、開口部３６の面積（Ｌ２）よりも大きくなる。
【００９３】
　従って、開口部３６が同じ面積であっても、採光面積が広く、発電効率に優れ、充電時
間が短くなる。しかも、開口部３６の面積をできるだけ狭くすることができるので、上板
部材３４のその他の部分である、例えば、金属部分を広くでき、高級感のある外観品質を
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有し、デザインバリエーションの拡大を図ることが可能な表示板を提供することができる
。
【００９４】
　また、上板部材３４が、下板部材３２と一定間隔離間するように配置されているので、
立体的で独特なデザインで、高級感のある外観品質を有し、デザインバリエーションの拡
大を図れることが可能である。
【００９５】
　この場合、上板部材３４と下板部材３２との間の距離（間隙Ｓ１）としては、特に限定
されるものではなく、ソーラー腕時計１０のハウジング１２の厚さ、デザインなどに応じ
て、適宜変更することが可能である。
【００９６】
　なお、この場合、下板部材３２としては、軟質材料、あるいは脆性材料より成る透光性
基板から構成されているのが、例えば、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電
装置を備えたソーラー時計、ソーラー発電装置を使った卓上計算機などのソーラーセル機
器類に用いられ、ソーラー発電装置の上方に配置される表示板として用いる場合には、受
光した光を透過させて、その下面側に配設したソーラー発電装置に発電機能を起こさせる
ためには望ましい。
【００９７】
　また、表示板を構成する下板部材３２の厚さとしては、３０μｍ～１０００μｍである
のが望ましく、厚さがこのような範囲にあれば、例えば、腕時計用の表示板として用いる
場合に、時計を薄くするために、下板部材３２の厚さを薄くしても機械的強度が低下する
ことなく、加工することができる。また、下板部材３２の厚さが厚すぎて、時計の針が揺
動することなく、正確な時間を指示することができるとともに、時計自体の厚さをコンパ
クトにすることができる。
【００９８】
　さらに、下板部材３２の厚さがこのような範囲にあれば、例えば、ソーラー時計用表示
板などのソーラー機器類の表示板として用いた場合にも、光透過率が低下することなく、
発電に寄与することができ、機器類の駆動力などを確保することができるとともに、表示
板の下方に配置されたソーラーセルの境界線である十字線や、濃紫色を消し去り、ソーラ
ーセルの色調が視認されないようにすることができる。
【００９９】
　なお、下板部材３２は、上記の軟質材料、脆性材料を平面的、または多層に組み合わせ
て形成したものであっても良い。
　さらに、下板部材３２を構成する軟質材料としては、特に限定されるものではないが、
例えば、合成樹脂、紙、布などを用いることができる。また、下板部材３２を構成する脆
性材料としては、特に限定されるものではないが、例えば、七宝、ガラスなどのセラミッ
ク、白蝶貝などの貝などを用いることができる。
【０１００】
　また、下板部材３２の表面に、例えば、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、レーザーＣＶＤな
どの化学蒸着法（ＣＶＤ）、真空蒸着、スパッタリング、またはイオンプレーティングな
どのドライメッキ処理、溶射など、さらには、スピンコート、ディッピング、刷毛塗り、
噴霧塗装、静電塗装、電着塗装等の塗装、電解メッキ、無電解メッキ等の湿式メッキ法で
、非常に薄い金属膜や塗装膜を形成しても良い。
【０１０１】
　なお、ここで「光透過性」とは、ソーラー発電装置２２へ外光を透過させることができ
る性質を意味し、透明であることに限定されない。この意味を充足できる限り、「光透過
性」とは、単一の材料から成るとは限らない。例えば、下板部材３２が光透過性である限
り、下板部材３２の一部に金属のような光不透過性の材料が含まれても良い。
【０１０２】
　また、上板部材３４に形成された開口部３６の形状、サイズ、個数、配置位置としては
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、特に限定されるものではなく、デザインなどに応じて、例えば、円形状、楕円形状、矩
形状など様々な形状、サイズ、個数、配置位置を選択することができる。
【０１０３】
　また、上板部材３４としては、光不透過性材料、光透過性材料、またはこれらの組み合
わせからなる材料から構成することができる。
　すなわち、上板部材３４としては、光不透過性材料から構成することができ、例えば、
強度を考慮すれば、硬質材料、あるいは延性材料、特に金属製とするのが望ましく、例え
ば、金、銀、銅、黄銅、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタン、またはこれらの合
金などが採用される。また、例えば、チタン合金、ステンレススチール、タンタルカーバ
イドなどが採用されてもよい。
【０１０４】
　このような金属製であれば、金属感が得られ、高級感のある外観品質を有し、デザイン
バリエーションの拡大を図れることが可能である。
　また、上板部材３４としては、光透過性材料から構成することができ、上記の下板部材
３２と同様な軟質材料、脆性材料を採用することができ、これらの軟質材料、脆性材料を
平面的、または多層に組み合わせて形成したものであっても良い。
【０１０５】
　さらに、上板部材３４としては、上記の光不透過性材料、光透過性材料を組み合わせて
、例えば、平面的、または多層に組み合わせて形成したものであっても良い。
　また、上板部材３４の表面に、例えば、熱ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ、レーザーＣＶＤな
どの化学蒸着法（ＣＶＤ）、真空蒸着、スパッタリング、またはイオンプレーティングな
どのドライメッキ処理、溶射など、さらには、スピンコート、ディッピング、刷毛塗り、
噴霧塗装、静電塗装、電着塗装等の塗装、電解メッキ、無電解メッキ等の湿式メッキ法で
、非常に薄い金属膜や塗装膜を形成しても良い。
【０１０６】
　さらに、上板部材３４の厚さとしては、３０μｍ～１０００μｍであるのが望ましく、
厚さがこのような範囲にあれば、例えば、腕時計用の表示板として用いる場合に、時計を
薄くするために、上板部材３４の厚さを薄くしても機械的強度が低下することなく、加工
することができる。また、上板部材３４の厚さが厚すぎて、時計の針が揺動することなく
、正確な時間を指示することができるとともに、時計自体の厚さをコンパクトにすること
ができる。
【０１０７】
　また、上板部材３４の色調としては、特に限定されるものではなく、下板部材３２と同
色色調のもの、異色色調のものを適宜選択することができる。
　さらに、例えば、上板部材３４、下板部材３２に、ダイヤなどの宝石、貴石などの輝石
、装飾石などからなる宝飾が設けられていても良く、さらに高級感、装飾性に優れた表示
板を提供することができる。
【０１０８】
　また、上板部材３４は、透光性の素材に光を透しにくい、あるいは透さない膜を被覆し
たものであってもよい。
　また、この実施例の表示板２４では、上板部材３４が、下板部材３２に対して平行に配
置されている。
【０１０９】
　このように構成することによって、上板部材３４が、下板部材３２に対して平行に配置
されていれば、図６に示したように、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下
板部材３２、すなわち、下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する
光が、開口部３６に対して、一定の採光面積で斜めに入射することになり、ソーラー発電
装置２２に入射する採光面積が、開口部３６の面積よりも一定の割合で大きくなり、一定
の発電効率を得ることができる。
【０１１０】
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　なお、この実施例の表示板２４では、上板部材３４が、下板部材３２に対して平行に配
置したが、図示しないが、上板部材３４が、下板部材３２に対して傾斜するように配置す
ることもできる。
【０１１１】
　このように上板部材３４が、下板部材３２に対して傾斜するように配置されているので
、傾斜した上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下板部材３２、すなわち、下
板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する採光面積が、開口部３６の
面積よりもさらに大きくなり、発電効率がさらに向上する。
【０１１２】
　また、この実施例の表示板２４では、上板部材３４の視認側に、第１の指標部が配置さ
れるように構成されている。
　すなわち、ムーブメント２０より突出して、ソーラー発電装置２２と表示板２４とを貫
通する針軸３８には、図３に示したように、時針４０と、分針４２と、日付針４４と、ク
ロノグラフ秒針４６が配置される。これらの時針４０と、分針４２と、日付針４４と、ク
ロノグラフ秒針４６とは、表示板２４の上板部材３４と風防１８との間に位置して時刻な
どの第１の指標部が示す指標情報を表示するようになっている。
【０１１３】
　すなわち、上板部材３４の視認側に、第１の指標部として、例えば、時針４０と、分針
４２と、日付針４４と、クロノグラフ秒針４６などを配置することができ、上板部材３４
に遮られることなく、これらの第１の指標部が示す指標情報を視認することができる。
【０１１４】
　なお、この場合、第１の指標部としては、特に限定されるものではなく、上記以外にも
、例えば、充電量表示針、クロノグラフ時針、クロノグラフ分針、秒針、月齢表示部など
とすることもできる。
【０１１５】
　一方、この実施例の表示板２４では、図１、図３に示したように、下板部材３２の視認
側に、第２の指標部が配置されるように構成されている。
　すなわち、下板部材３２の視認側の表面に、第２の指標部として、例えば、充電量表示
針４８、クロノグラフ時針５０、クロノグラフ分針５２、秒針５４、月齢表示部５６など
を配置することができ、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、これらの第２の
指標部が示す指標情報を視認することができる。
【０１１６】
　なお、この場合、第２の指標部としては、特に限定されるものではなく、上記以外にも
、例えば、時針、分針、日付針などとすることもできる。
　また、この実施例の表示板２４では、図３に示したように、上板部材３４の開口部３６
が、下板部材３２に形成された第２の指標部に対応するように形成されている。
【０１１７】
　このように上板部材３４の開口部３６が、下板部材３２に形成された第２の指標部に対
応するように、例えば、開口部３６の形状、サイズ、個数、配置位置に応じて、上板部材
３４の開口部３６として、例えば、円形状、楕円形状、矩形状など様々な形状、サイズ、
個数、配置位置を選択することができるようになっている。
【０１１８】
　このように構成することによって、第２の指標部に対応するように形成された上板部材
３４の開口部３６を介して、下板部材３２に形成された第２の指標部が示す指標情報を確
実に視認することができる。
【０１１９】
　さらに、この実施例の表示板２４では、上板部材３４が、下板部材３２に立設した支柱
部材５８によって、下板部材３２と一定間隔離間するように配置されている。
　すなわち、図４、図５に示したように、下板部材３２に立設した４本の支柱部材５８の
上面に形成されたネジ孔５８ａに、固定ネジ６０を螺合することによって、上板部材３４
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が、下板部材３２に立設した支柱部材５８によって、下板部材３２と一定間隔離間するよ
うに配置されている。
【０１２０】
　このように構成することによって、下板部材３２に立設した支柱部材５８によって、上
板部材３４が、下板部材３２と一定間隔離間するので、上板部材３４に形成された開口部
３６を介して、下板部材３２、すなわち、下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装
置２２に入射する光が、開口部３６に対して、一定の採光面積で斜めに入射することにな
り、ソーラー発電装置２２に入射する採光面積が、開口部３６の面積よりも一定の割合で
大きくなり、一定の発電効率を得ることができる。
【０１２１】
　なお、この場合、支柱部材５８の形状、サイズ、個数、配置位置としては、特に限定さ
れるものではなく、デザインなどに応じて、例えば、円柱形状、楕円柱形状、矩形柱状な
ど様々な形状、サイズ、個数、配置位置を選択することができる。
【０１２２】
　また、この場合、この実施例では、固定ネジ６０を螺合することによって、上板部材３
４が、下板部材３２に立設した支柱部材５８によって、下板部材３２と一定間隔離間する
ように配置したが、上板部材３４が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー付け、溶接から
選択した少なくとも一つの手段によって支柱部材５８により、下板部材３２に固定されて
いてもよい。
【０１２３】
　このように上板部材３４が、圧入、カシメ、リベット留め、ロー付け、溶接から選択し
た少なくとも一つの手段によって、下板部材３２に固定されているので、支柱部材５８を
介して、上板部材３４を、簡単にしかも強固に下板部材３２に固定することができる。
【０１２４】
　さらに、図示しないが、後述する実施例３のように、上板部材３４の視認側に、表示リ
ング部材６８を配置することもできる。
【０１２５】
（実施例２）
　図７は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装置を備
えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明する別の実施例のソーラー腕時計の正面図、
図８は、図７のソーラー腕時計の断面図、図９は、図７のソーラー腕時計の表示板部分の
正面図、図１０は、図７のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図、図１１は、図７のソー
ラー腕時計の表示板部分の部分拡大断面図である。
【０１２６】
　この実施例の表示板２４は、図１～図６に示した表示板２４と基本的には同様な構成で
あり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　この実施例の表示板２４では、上板部材３４が、下板部材３２に対して、視認側に膨出
する部分を有している。
【０１２７】
　具体的には、図７～図１１に示したように、この実施例の表示板２４では、膨出部分６
２が、上板部材３４の外周部分から、中心部分に向かってドーム形状に膨出するように形
成されている。
【０１２８】
　このように、中心部分に向かってより大きく膨出する、いわゆるドーム形状とすること
によって、図１１の矢印で示したように、傾斜した膨出部分に形成された開口部３６が傾
斜した状態になっており、この開口部３６を介して、下板部材３２、すなわち、下板部材
３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する採光面積(Ｌ３)が、開口部３６の
面積(Ｌ４)よりもさらに大きくなり、発電効率がさらに向上する。
【０１２９】
　なお、この場合、図１１に示したように、開口部３６は、下板部材３４と離間した領域
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を含むものである。すなわち、図１１に示したように、下板部材３４と上板部材３２との
接合部分である水平部分３２ａ、３４ａの領域まで、開口部３６が形成されていても良く
、これにより採光面積が大きくなるように構成されている。
【０１３０】
　しかも、このような上板部材３４の視認側に膨出する部分の傾斜した膨出部分６２に形
成された開口部３６を介して、例えば、中心部分に位置する下板部材３２、下板部材３２
に形成した前述した第２の指標部、針軸３８などの部分までを外部から立体的に視認する
ことができるので、斬新な立体的で高級感に溢れる外観品質を有し、デザインバリエーシ
ョンの拡大を図れる表示板を提供することが可能である。
【０１３１】
　また、図１１に示したように、中心部分に向かってドーム形状に膨出する膨出部分６２
の最上部までの距離（間隙Ｓ２）は、特に限定されるものではなく、ソーラー腕時計１０
のハウジング１２の厚さ、デザインなどに応じて、適宜変更することが可能である。
【０１３２】
　なお、この場合、視認側に膨出する部分６２は、この実施例のように、中心部分に向か
ってより大きく膨出する、いわゆるドーム形状とすることもできるが、その形状、配置位
置、数、膨出高さなどは特に限定されるものではなく、例えば、部分的に複数の部分を膨
出することによって、さらに、立体的に斬新なデザインの表示板を提供することができる
。
【０１３３】
　また、この実施例の表示板２４では、図１１に示したように、上板部材３４と下板部材
３２とが、上板部材３４の水平部分３４ａと下板部材３２の水平部分３２aにおいて、図
示しない接合層を介して、固定されている。
【０１３４】
　このように、上板部材３４と下板部材３２とが、接合層を介して、固定されていれば、
上板部材３４と下板部材３２とがずれることがなく、上板部材３４と下板部材３２とを一
定間隔離間して固定できる。
【０１３５】
　このため、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下板部材３２、すなわち、
下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する光が、開口部３６に対し
て、一定の採光面積で斜めに入射することになり、ソーラー発電装置２２に入射する採光
面積が、開口部３６の面積よりも一定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることが
できる。
【０１３６】
　また、上板部材３４と下板部材３２とを、接合層を介して、固定するので、械的強度が
低下することなく固定することができ、また、この固定により、時計の針が揺動すること
なく、正確な時間を指示することができる。
【０１３７】
　また、この実施例の表示板２４では、接合層が、接着剤、粘着剤、接合テープから選択
した少なくとも一つの接合層から構成することができる。
　このように、上板部材３４と下板部材３２とが、接着剤、粘着剤、接合テープから選択
した少なくとも一つの接合層を介して、固定されているので、上板部材３４と下板部材３
２とを一体的に強固に固定でき、全体として表示板２４を構成することができる。
【０１３８】
　なお、この実施例の表示板２４では、上板部材３４と下板部材３２とが、上板部材３４
の水平部分３４ａと下板部材３２の水平部分３２aにおいて、接合層を介して、固定した
が、図示しないが、後述する実施例３のように、支柱部材５８の少なくとも一方の端部に
、フランジ部分６４を形成するとともに、上板部材３４と下板部材３２の少なくとも一方
にフランジ収容凹部６６を形成して、フランジ部分６４を、フランジ収容凹部６６に嵌合
することによって、上板部材３４が、下板部材３２と一定間隔離間するように配置されて
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いてもよい。
【０１３９】
　このように構成することによって、支柱部材５８の少なくとも一方の端部に形成された
フランジ部分６４を、上板部材３４と下板部材３２の少なくとも一方に形成されたフラン
ジ収容凹部６６に嵌合するだけで、上板部材３４と下板部材３２とがずれることがなく、
上板部材３４と下板部材３２とを一定間隔離間して強固に固定できる。
【０１４０】
　このため、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下板部材３２、すなわち、
下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する光が、開口部３６に対し
て、一定の採光面積で斜めに入射することになり、ソーラー発電装置２２に入射する採光
面積が、開口部３６の面積よりも一定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることが
できる。
【０１４１】
　また、上板部材３４と下板部材３２とが、フランジ部分６４を、フランジ収容凹部６６
に嵌合することによって、固定するように構成したので、械的強度が低下することなく、
強固に固定でき、しかも、加工が容易で、さらに、この強固な固定によって、時計の針が
揺動することなく、正確な時間を指示することができる。
【０１４２】
（実施例３）
　図１２は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装置を
備えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明する別の実施例のソーラー腕時計の正面図
、図１３は、図１２のソーラー腕時計の断面図、図１４は、図１２のソーラー腕時計の表
示板部分の正面図、図１５は、図１４のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図、図１６は
、図１４のソーラー腕時計の表示板部分の側面図、図１７は、図１４のソーラー腕時計の
表示板の下板部材３２と上板部材３４との固定状態を説明する斜視図、図１８は、図１４
のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４との固定状態を説明する分解斜
視図、図１９は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４との固
定状態を説明する部分拡大断面図、図２０は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部
材３２と上板部材３４との固定状態を説明する部分拡大斜視図である。
【０１４３】
　この実施例の表示板２４は、図７～図１１に示した表示板２４と基本的には同様な構成
であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　また、この実施例の表示板２４では、上板部材３４の視認側に、表示リング部材６８が
配置されている。
【０１４４】
　このように、上板部材３４の視認側に、表示リング部材６８を配置することによって、
より立体的なデザインとなり、装飾性に優れ、立体的で、斬新で、かつ高級感に溢れる外
観品質を有し、デザインバリエーションの拡大を図れる表示板を提供することが可能であ
る。
【０１４５】
　また、表示リング部材６８に、例えば、時針、分針、日付針、クロノグラフ秒針、充電
量表示針、クロノグラフ時針、クロノグラフ分針、秒針、月齢表示部、ロゴマークなど示
す指標情報を表示する表示部分を設けることによって、これらの指標情報を確実に視認す
ることができる。
【０１４６】
　また、この実施例の表示板２４では、下板部材３２に立設した支柱部材５８を、図１７
～図２０に示したように、上板部材３４に形成した支柱部材用開口部７０に挿通した後、
固定ネジ６０を、表示リング部材６８の固定用開口部６８ａを介して、支柱部材５８の上
部に形成したネジ孔５８ａに締め付けることによって、表示リング部材６８が、下板部材
３２と一定間隔離間するように配置されている。
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【０１４７】
　このように構成することによって、下板部材３２に立設した支柱部材５８によって、表
示リング部材６８が、下板部材３２と一定間隔離間するように確実に配置することができ
る。
【０１４８】
　この場合、支柱部材５８としては、前述したような上板部材３４を下板部材３２と一定
間隔離間するように固定する支柱部材５８を用いてもよく、また、別の支柱部材５８を用
いてもよい。
【０１４９】
　また、この実施例の表示板２４では、図１５～図２０に示したように、上板部材３４に
は、支柱部材用開口部７０が形成され、支柱部材用開口部７０に支柱部材５８を挿通する
ことによって、表示リング部材６８が、上板部材３４と一定間隔離間するように配置され
ている。
【０１５０】
　このように構成することによって、上板部材３４に形成された支柱部材用開口部７０に
支柱部材５８を挿通することによって、表示リング部材６８を、上板部材３４と一定間隔
離間するように確実に配置することができる。
【０１５１】
　なお、この場合、図１６に示したように、表示リング部材６８と下板部材３２との間の
距離（間隙Ｓ３）は、特に限定されるものではなく、中心部分に向かってドーム形状に膨
出する膨出部分６２の最上部までの距離（間隙Ｓ２）と略同じ距離にするなど、ソーラー
腕時計１０のハウジング１２の厚さ、デザインなどに応じて、適宜変更することが可能で
ある。
【０１５２】
　また、この実施例の表示板２４では、図１９、図２０に示したように、支柱部材５８の
少なくとも一方の端部に、この実施例では、ソーラー発電装置２２側に、フランジ部分６
４が形成され、表示リング部材６８と下板部材３２の少なくとも一方に、この実施例では
、下板部材３２側にフランジ収容凹部６６が形成されている。
【０１５３】
　そして、フランジ部分６４を、フランジ収容凹部６６に嵌合することによって、表示リ
ング部材６８が、下板部材３２と一定間隔離間するように配置されている。
　なお、この実施例の表示板２４では、図１９、図２０に示したように、支柱部材５８の
一方の端部であるソーラー発電装置２２側に、フランジ部分６４を形成するとともに、下
板部材３２側にフランジ収容凹部６６を形成したが、支柱部材５８の視認側にフランジ部
分６４を形成して、上板部材３４側にフランジ収容凹部６６を形成することも、上記のい
ずれの側にも、それぞれ、フランジ部分６４、フランジ収容凹部６６を形成することも可
能である。
【０１５４】
　このように構成することによって、支柱部材５８の少なくとも一方の端部に形成された
フランジ部分６４を、表示リング部材６８と下板部材３２の少なくとも一方に形成された
フランジ収容凹部６６に嵌合するだけで、表示リング部材６８と下板部材３２とがずれる
ことがなく、表示リング部材６８と下板部材３２とを一定間隔離間して強固に固定できる
。
【０１５５】
　また、表示リング部材６８と下板部材３２とが、フランジ部分６４を、フランジ収容凹
部６６に嵌合することによって、固定するように構成したので、機械的強度が低下するこ
となく、強固に固定でき、しかも、加工が容易である。
【０１５６】
　この場合、フランジ部分６４、フランジ収容凹部６６の形状、厚さ、深さなどは、特に
限定されるものではなく、例えば、円形状、三角形状、四角形状、星型など様々な形状の
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フランジ部分６４、フランジ収容凹部６６を選択することができる。
【０１５７】
　このため、上板部材３４に形成された開口部３６を介して、下板部材３２、すなわち、
下板部材３２の下方に位置するソーラー発電装置２２に入射する光が、開口部３６に対し
て、一定の採光面積で斜めに入射することになり、ソーラー発電装置２２に入射する採光
面積が、開口部３６の面積よりも一定の割合で大きくなり、一定の発電効率を得ることが
できる。
【０１５８】
　以上、本発明の好ましい実施の態様を説明してきたが、本発明はこれに限定されること
はなく、例えば、上記実施例では、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からな
るソーラー発電装置を備えたソーラー腕時計に適用したが、ソーラー発電装置を使った卓
上計算機などのソーラーセル機器類に用いることもできる。
【０１５９】
　さらには、ソーラーセル機器類以外にも、例えば、時計用の表示板、卓上計算機、自動
車、飛行機の計器パネル、携帯電話などのモバイル機器などの機器類の表示板としても用
いることも可能であり、この場合には、下板部材３２は、光透過性の基板でなくてもよい
など本発明の目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】図１は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装
置を備えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明するソーラー腕時計の正面図である。
【図２】図２は、図１のソーラー腕時計の断面図である。
【図３】図３は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の正面図である。
【図４】図４は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図である。
【図５】図５は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の側面図である。
【図６】図６は、図１のソーラー腕時計の表示板部分の部分拡大断面図である。
【図７】図７は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発電装
置を備えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明する別の実施例のソーラー腕時計の正
面図である。
【図８】図８は、図７のソーラー腕時計の断面図である。
【図９】図９は、図７のソーラー腕時計の表示板部分の正面図である。
【図１０】図１０は、図７のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図である。
【図１１】図１１は、図７のソーラー腕時計の表示板部分の部分拡大断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の表示板を、ソーラーセル（太陽電池）からなるソーラー発
電装置を備えたソーラー腕時計に組み込んだ状態を説明する別の実施例のソーラー腕時計
の正面図である。
【図１３】図１３は、図１２のソーラー腕時計の断面図である。
【図１４】図１４は、図１２のソーラー腕時計の表示板部分の正面図である。
【図１５】図１５は、図１４のソーラー腕時計の表示板部分の斜視図である。
【図１６】図１６は、図１４のソーラー腕時計の表示板部分の側面図である。
【図１７】図１７は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４と
の固定状態を説明する斜視図である。
【図１８】図１８は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４と
の固定状態を説明する分解斜視図である。
【図１９】図１９は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４と
の固定状態を説明する部分拡大断面図である。
【図２０】図２０は、図１４のソーラー腕時計の表示板の下板部材３２と上板部材３４と
の固定状態を説明する部分拡大斜視図である。
【図２１】図２１は、従来のソーラー腕時計の表示板部分の部分拡大断面図部分拡大断面
図である。
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【符号の説明】
【０１６１】
１０   ソーラー腕時計
１１   バンド
１２   ハウジング
１４   時計ケース
１５   中枠部材
１６   裏蓋
１８   風防
２０   ムーブメント
２２   ソーラー発電装置
２４   表示板
２８   バンド取り付け部
３０   脚部
３２   下板部材
３２ａ 水平部分
３４   上板部材
３４ａ 水平部分
３６   開口部
３８   針軸
４０   時針
４２   分針
４４   日付針
４６   クロノグラフ秒針
４８   充電量表示針
５０   クロノグラフ時針
５２   クロノグラフ分針
５４   秒針
５６   月齢表示部
５８   支柱部材
５８ａ ネジ孔
６０   固定ネジ
６２   膨出部分
６４   フランジ部分
６６   フランジ収容凹部
６８   表示リング部材
６８ａ 固定用開口部
７０   支柱部材用開口部
１００ 表示板
１０２ 上板
１０４ 開口部
１０６ 下板
１０８ 開口部
１１０ ソーラー発電装置
Ｓ１～Ｓ３    間隙
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】
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